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は
じ
め
に

祇
園
社
の
経
済
的
基
盤
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
祇
園
社
領
に
着
目
し
た
論
考①
や
祇

園
社
の
神
人
と
座
に
関
す
る
論
考②
、
さ
ら
に
は
酒
屋
や
土
倉
と
い
っ
た
金
融
業
者
を

も
支
配
下
に
お
い
て
い
た
山
門
・
比
叡
山
延
暦
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の③

な
ど
多
数
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
経
済
活
動
の
結
果
、
祇
園
社
内
部
に
蓄
え
ら
れ
て

い
っ
た
「
財
」
は
、
ど
の
よ
う
に
祇
園
社
で
活
動
す
る
人
々

―
い
わ
ゆ
る
社
僧
や

公
人
、
あ
る
い
は
神
人
な
ど
に
至
る
ま
で
、
ま
た
は
度
々
祇
園
社
へ
と
遣
わ
さ
れ
た

山
門
の
人
間
も
含
め
て

―
に
還
元
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
論
考

は
少
な
い
。
本
稿
で
は
、
従
来
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
祇
園
社
内
部
で
の

「
財
」の
動
き
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で
着
目
し
た
の
が
、
南
北
朝
期
に
祇
園
社
で
記
さ
れ
た
「
社
家
記
録
」
の
中
に
見

ら
れ
る
「
直
会
」
お
よ
び
「
神
供
」
と
い
う
表
記
で
あ
る
。
祇
園
社
執
行
職
に
も
つ

い
た
顕
詮
に
よ
る
こ
の
記
録
を
見
る
こ
と
で
、
南
北
朝
期
の
祇
園
社
に
お
い
て
、
直

会
や
神
供
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
記
録
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
に
は
ど
の
よ
う
な

意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
祇
園
社
の
経
済
活
動
と
結
び
つ
け
な
が
ら
以
下
、
論
じ
た
い
。

と
こ
ろ
で
、「
直
会
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
現
在

で
は
第
一
義
に
神
の
撤
下
物
、
具
体
的
に
は
食
物
で
饗
を
行
い
、
神
の
恩
頼
を
拝
戴

す
る
場
を
指
し
、
ま
た
第
二
義
に
直
会
殿
な
ど
の
場
に
お
け
る
解
斎
饗
膳
の
場
を
指

す
、
と
さ
れ
て
い
る④
。
早
く
は
『
続
日
本
紀
』
の
中
に
「
猶
来
比
」
と
し
て
見
ら
れ

る
こ
の
儀
礼
は
、
今
日
で
は
祭
の
後
に
設
け
ら
れ
る
酒
宴
を
指
す
場
合
が
多
い
。
こ

れ
は
先
の
定
義
で
い
う
第
二
義
の
神
祭
に
際
し
て
の
斎
戒
を
解
く
た
め
の
斎
食
儀
礼

と
い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、直
会
は
神
事
（
場
合
に
よ
っ

て
は
仏
事
）
儀
礼
を
伴
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る⑤
。

と
こ
ろ
が
、「
社
家
記
録
」
か
ら
直
会
を
見
る
と
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

定
義
と
は
ま
た
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
正
平
七
年
五
月
五
日

条
を
見
て
み
よ
う
。

正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
五
月
五
日
条

　
　

  

一
、
社
頭
御
節
供
。〔
社
家
得
分
〕
直
会
一
膳
、
餅
三
盃
、
伏
兎
三
盃
、
菓
子
以

下
毛
立
廿
五
、二
種
肴
毛
立
〔
筍
〕
一
盃
、
自
後
戸
送
之
。
同
祝
布
施
〔
社
家

分
〕
壹
連
小
綱
沙
汰
之
、
自
執
行
代
方
被
進
之
。

（
傍
線
・
太
字
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、「
社
家
記
録
」
引
用
箇
所
同
じ
。）

こ
こ
で
は
、端
午
の
節
供
に
伴
う
社
頭
神
事
後
に
直
会
が
「
得
分
」
と
し
て
社
家
、

す
な
わ
ち
執
行
職
に
あ
る
顕
詮
へ
と
送
ら
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
直
会
は
カ
ミ⑥

と
の
共
食
を
行
う
場
、
解
斎
饗
膳
の
場
を
指
す
、
と
す
る
先
の
定
義
と
は
異
な
り
、

明
確
な
社
家
の
利
益
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。
祇
園
社
内
部

祇
園
社
「
社
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記
録
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ら
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の
「
財
」
が
、
直
会
と
い
う
形
で
祇
園
社
に
か
か
わ
る
人
間
に
還
元
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
こ
の
記
録
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、直
会
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
神
供
（
神
饌
）
の
扱
い
は

「
社
家
記
録
」
に
お
い
て
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
。「
社
家
記
録
」
に
は

神
供
に
関
す
る
表
記
は
直
会
以
上
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
正
平
七
年
二
月

二
六
日
条
を
見
た
い
。

正
平
七
年
二
月
二
六
日
条

　
　

  

廿
六
日
。
宮
辻
子
路
次
、
今
日
又
於
犬
神
人
猶
所
相
残
直
之
、
犬
神
人
三
人
ニ
神

供
一
前
給
之
、
又
、
奉
行
宮
仕
ニ
一
前
給
之
。

こ
の
記
録
で
は
、
建
仁
寺
と
の
争
い
で
破
壊
さ
れ
た
宮
辻
子
を
修
繕
し
た
犬
神
人

な
ら
び
に
監
督
者
で
あ
る
宮
仕
に
対
し
、
神
供
が
下
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
神
供
と
は
、
祇
園
社
に
か
か
わ
る
人
間
へ
「
賃
金
」
の
代
わ
り

に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
直
会
同
様
に
祇
園
社
の
「
財
」
の
還
元
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
下
、
直
会
と
神
供
の
用
例
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

第
一
章　
「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
直
会

「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
直
会
の
例
は
、正
平
七
年
の
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
間

に
限
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
こ
の
期
間
の
み
直
会
が
得
分
化
し
て
い
た
と
は
考
え
難

く
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
は
記
録
者
で
あ
る
顕
詮
の
立
場
が
大
き
く
関
係
し
て
い

る
と
い
え
る
。

以
下
、
直
会
が
見
ら
れ
る
諸
例
を
列
挙
す
る
。

Ａ
①　
　

正
平
七
年
正
月
一
日
条

　
　

  

一
、 

卯
刻
予
出
桐
房
。《
社
家
分
直
会
菓
子
〔
一
前
〕、
酒
等
〈
垂
腹
一
〉
在
得

分
記
。》

Ａ
②　
　
（
Ａ
①
同
日
）

　
　

  

一
、
朝
拝
後
戸
座
事
、
先
々
重
々
有
沙
汰
。
以
住
於
執
行
座
者
、
渡
床
大
文
畳

用
之
、
中
古
静
晴
社
務
時
、
常
住
長
床
也
。
而
先
年
〈
康
永
四
〉
予
社
務
時
有

其
沙
汰
、
執
行
座
者
用
大
文
〈
渡
切
床
畳
〉、
於
権
官
座
者
用
小
文
〈
渡
内
陣

畳
〉
畢
。
而
権
官
等
依
申
子
細
、
其
以
後
静
晴
社
務
之
時
、
又
常
住
長
床
也
。

又
貞
和
三
年
予
社
務
時
用
長
床
了
。
仍
今
夜
不
及
渡
内
陣
畳
。
例
長
床
也
。
為

社
家
役
炭
一
庄
被
出
之
。
白
散
典
薬
寮
今
年
不
参
之
間
、
自
坊
門
借
渡
用
了
。

《
種
肴
二
〈
高
杯
御
直
会
〉、
菓
子
〈
紙
立
一
〉、
右
神
供
直
会
始
之
》

Ａ
③　
　

正
平
七
年
正
月
二
日
条

　
　

  

二
日
。
朝
拝
直
会
御
菓
子
一
膳
〈
十
二
種
〉、
垂
腹
一
、
為
執
行
分
自
後
戸
〔
宮

籠
〕
持
来
。
同
昨
日
。

Ａ
④　
　

正
平
七
年
正
月
三
日
条

　
　

三
日
。
朝
拝
直
会
御
菓
子
、
同
昨
日
。

Ａ
⑤　
　

正
平
七
年
閏
二
月
一
日
条

　
　

  

一
、
正
二
六
月
番
仕
役
朔
幣
〈
快
栄
沙
汰
〉。
直
会
酒
一
瓶
、
菓
餅
等
、
為
社
家

分
自
後（

マ
マ
）〔

一
折
〕
被
送
之
。

Ａ
⑥　
　

正
平
七
年
三
月
三
日
条

　
　

  

一
、
山
階
田
御
節
供
備
進
之
如
例
。
故
教
晴
法
印
跡
〈
後
家
歟
〉
沙
汰
之
。
大

炊
犬
法
師
、
社
家
分
〔
直
会
〕
垂
腹
一
、
赤
飯
神
供
一
膳
〈
御
神
供
定
〉
自
後

戸
送
之
。

Ａ
⑦　
　
（
Ａ
⑥
同
日
）

　
　

  

一
、
小
坂
神
子
〈
住
塔
本
庵
室
。
前
左
大
座
〉
疲
労
欲
餓
死
之
由
歎
申
間
、
自

去
廿
八
日
日
神
供
直
会
一
続
、
毎
日
為
社
家
計
遣
之
。
自
明
後
日
僧
一
口
分
直
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会
暫
可
給
之
由
、
仰
付
執
行
代
了
。

Ａ
⑧　
　

正
平
七
年
四
月
一
日
条

　

一
、
社
頭
番
仕
朔
幣
〈
快
栄
沙
汰
〉、
社
家
分
直
会
、
垂
腹
以
下
送
之
如
例
。

Ａ
⑨　
　

正
平
七
年
五
月
五
日
条　
（
前
掲
史
料
）

　
　

  

五
日
。
社
頭
御
節
供
。〔
執
行
得
分
〕
直
会
一
膳
、
餅
三
盃
、
伏
兎
三
盃
、
菓
子

以
下
毛
立
廿
五
、二
種
肴
毛
立
〔
筍
〕
一
盃
、自
後
戸
送
之
。
同
祝
布
施
〔
社
家

分
〕
壹
連
小
綱
沙
汰
之
、
自
執
行
代
方
被
進
之
。

ま
ず
、
直
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
時
期
に
着
目
し
た
い
。
Ａ
③
・
Ａ
④
・
Ａ
⑦
を

除
き
、
直
会
が
分
け
与
え
ら
れ
る
の
は
毎
月
朔
日
か
、
あ
る
い
は
節
供
に
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
朔
日
の
場
合
、
番
仕
役
が
社
塔
で
朔
幣
を
行
っ
て
お
り
、
節

会
の
場
合
は
、
先
に
見
た
端
午
の
節
供
同
様
に
、
社
頭
に
お
い
て
節
供
に
伴
う
神
事

（
あ
る
い
は
仏
事
）
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ａ
③
・
Ａ
④
も
正
月
一
日
か
ら
続

く
カ
ミ
へ
の
朝
拝
に
関
す
る
記
録
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
儀
礼
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
Ａ
群
の
史
料
（
Ａ
⑦
を
除
く
）
は
、
儀
礼
の
後
に
直
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

て
良
い
。

こ
の
よ
う
な
各
儀
礼
に
伴
う
直
会
が
、
具
体
的
に
は
ど
れ
ほ
ど
与
え
ら
れ
る
の
か

は
、
あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
先
例
に
基
づ
き
決
ま
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
Ａ

①
（
頭
書
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
で
は
「
得
分
記
」
な
る
記
録
書
が

当
時
、
祇
園
社
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
、
そ
の
記
録
は
残

さ
れ
て
い
な
い
が
、「
社
家
記
録
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
八

月
二
九
日
付
の
「
静
晴
別
当
得
分
注
進
案⑧
」
は
、
各
儀
礼
に
お
け
る
別
当
職
の
得
分

に
つ
い
て
、
当
時
の
執
行
で
あ
る
静
晴
が
細
か
く
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
文
書
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
各
職
の
得
分
を
ま
と
め
た
文
書
が
祇
園
社
で
作
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
先
例
に
基
づ
い
て
い
る
と

は
い
え
、
執
行
職
に
あ
る
者
が
各
得
分
の
差
配
に
つ
い
て
権
限
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
こ
の
よ
う
な
史
料
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
証
左
と
な
る
の
が
、Ａ
⑦
の
例
だ
ろ
う
。
小
坂
神
子
へ
「
僧
一
口
分
の
直
会
」

を
下
行
す
る
こ
と
を
執
行
代
へ
と
申
し
付
け
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
執
行
職
の
顕

詮
で
あ
る
。
ま
た
同
史
料
に
は
「
神
供
直
会
」
を
「
社
家
の
計
ら
い
」
と
し
て
下
行

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
得
分
差
配
の
権
限
が
顕
詮
に
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。　

と
こ
ろ
で
、「
社
家
記
録
」
と
題
す
る
史
料
の
中
で
、
顕
詮
が
記
し
た
も
の
は
康
永

二
年
（
一
三
四
三
）、
貞
和
六
年
（
一
三
五
○⑨
）、
正
平
七
年
、
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）、

応
安
五
年
の
も
の
が
あ
る
が
、
顕
詮
が
執
行
職
に
あ
っ
た
の
は
、
直
会
の
例
が
見
ら

れ
る
正
平
七
年
に
限
ら
れ
る⑩
。「
社
家
記
録
」
を
見
る
限
り
、直
会
を
得
分
と
し
て
受

け
取
っ
て
い
る
の
は
（
Ａ
⑦
の
例
を
除
き
）、
社
家
・
執
行
で
あ
る
顕
詮
の
み
で
あ
る
。

他
の
社
僧
に
つ
い
て
は
、
記
録
上
そ
の
下
行
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
顕
詮
が

執
行
職
に
な
か
っ
た
時
代
の
「
社
家
記
録
」
に
も
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

基
本
的
に
直
会
は
社
家
・
執
行
の
み
に
与
え
ら
れ
る
得
分
で
あ
り
、
稀
に
執
行
が
他

者
へ
下
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、「
直
会
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
一
方
で
、「
神
供
」
と
い
う
表
記
が
あ
る
こ

と
は
先
に
示
し
た
が
、
肝
心
の
そ
の
差
異
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
ず
、
と
も
す
れ
ば
同

一
の
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

例
え
ば
、
黒
田
龍
二
は
祇
園
社
の
後
戸
（
夏
堂
）
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、

【
一
】
神
饌
が
一
度
、
後
戸
に
下
げ
ら
れ
、
社
僧
な
ど
に
与
え
ら
れ
る
場
と
し
て
（
本

稿
史
料
Ａ
⑨
な
ど
を
提
示
）、【
二
】
仏
神
事
後
に
直
会
（
饗
宴
）
を
行
う
場
と
し
て
（
本

稿
史
料
Ｂ
③
、
Ｂ
⑬
（
後
述
）、
Ａ
②
な
ど
を
提
示
）、【
三
】
合
議
を
行
う
場
と
し
て
、

主
に
祭
儀
の
面
で
祇
園
社
を
運
営
し
て
ゆ
く
た
め
の
裏
舞
台
の
機
能
を
果
た
し
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る⑪
。【
一
】、【
二
】
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
中
世
寺
院
に
お
け
る
後

戸
の
多
様
性
を
指
摘
し
た
山
岸
常
人
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
お
り⑫
、
そ
の
指
摘
自
体

は
首
肯
で
き
る
が
、「
直
会
」
と
い
う
表
記
と
「
神
供
」
と
い
う
表
記
の
違
い
に
つ
い
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て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
黒
田
の
論
考
は
、
服
部
幸
雄
に
端
を
発
す
る
「
後
戸
の

神
」、「
後
戸
の
信
仰
」
に
関
す
る
諸
論
考
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が⑬
、
信
仰

の
問
題
を
検
討
す
る
上
で
は
、や
は
り
直
会
と
神
供
が
な
ぜ
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
、

検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

次
章
で
は
、
直
会
と
神
供
と
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
た
直
会
あ
る
い

は
神
供
が
祇
園
社
内
部
の
「
財
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
直

会
、
神
供
と
な
る
米
や
酒
な
ど
が
祇
園
社
内
へ
と
集
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検

討
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
も
併
せ
て
論
じ
た
い
。

第
二
章　
「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
神
供

前
章
で
は
執
行
職
に
あ
る
人
間
が
、
得
分
を
差
配
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
た
上
で
、
直
会
が
社
家
・
執
行
に
の
み
与
え
ら
れ
る
得
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
。
一
方
で
、「
社
家
記
録
」
上
に
見
ら
れ
る
神
供
と
い
う
表
記
も
ま
た
、
直
会
と
一

見
す
る
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、「
社
家

記
録
」
に
お
け
る
神
供
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し
た
上

で
、
直
会
と
の
差
違
に
つ
い
て
目
を
向
け
て
み
た
い
。

以
下
、「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
神
供
の
例
を
あ
げ
る
。
た
だ
し
直
会
と
異
な

り
、
そ
の
記
述
は
「
社
家
記
録
」
の
中
で
も
多
く
見
ら
れ
る
。
今
そ
れ
ら
を
全
て
列

挙
す
る
こ
と
は
紙
面
の
都
合
上
難
し
い
た
め
、
幾
つ
か
の
用
例
に
留
め
た
い
。

Ｂ
①　
　

康
永
二
年
七
月
八
日
条

感
神
院
所
司
等
謹
解

欲
早
被
成
、
院
宣
於
使
庁
、
被
経
御
沙
汰
、
被
召
返
先
度
別
当
宣
、
全
神
役

三
月
三
日
御
節
供
并
祭
礼
御
供
神
人
散
在
綿
商
売
事
。

右
神
人
者
、
建
仁
年
中
被
始
置
之
、
被
備
進
御
節
供
并
祭
礼
神
供
等
以
来
、

云
町
人
、
云
散
在
商
人
、
共
以
為
当
社
重
色
神
人
、
相
随
厳
重
神
役
之
条
無
異

論
者
也
。
爰
町
人
等
恣
可
被
停
止
散
在
商
人
之
由
就
掠
申
、
被
成
下
別
当
宣

云
々
。
此
条
社
役
闕
如
、神
人
倒
失
之
基
、為
朝
為
社
、不
可
不
歎
。
不
可
訴

（
不
脱
ヵ
）。

其
故
者
先
於
散
在
致
其
業
事
、
全
非
新
儀
。
皆
禀
譜
代
商
人
之
跡
、
勤
来
神
役

者
也
。
今
更
何
町
人
等
可
申
子
細
哉
〈
是
一
〉。
次
諸
商
人
中
、近
年
密
々
致
自

由
業
、
而
無
所
募
之
類
、
有
被
停
止
事
云
々
。
於
当
神
人
者
、
散
在
輩
商
売
旧

例
之
上
、
為
譜
代
神
人
跡
、
殊
勤
厳
重
社
役
之
上
者
、
不
可
被
准
拠
自
由
新
儀

商
人
者
哉
〈
是
二
〉。
次
諸
商
人
中
糸
綾
絹
布
之
道
、
魚
鳥
米
麦
之
類
、
於
町
雖

致
売
買
、
於
散
在
成
其
業
之
族
、
傍
例
又
不
可
勝
計
者
歟
〈
是
三
〉。
所
詮
、
於

被
停
止
散
在
綿
商
人
者
、
神
事
忽
可
倒
失
之
条
勿
論
也
。
可
謂
珍
事
。
然
者
早

被
成
院
宣
於
使
庁
、
被
経
御
沙
汰
、
如
元
可
致
其
業
之
由
被
成
庁
裁
、
全
神
役
、

弥
欲
奉
祈
御
願
。
仍
所
司
等
粗
勒
子
細
謹
解
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

康
永
二
年
七
月　

日

Ｂ
②　
　

康
永
二
年
九
月
一
日
条

　
　

  

一
日
。
今
日
念
仏
大
頭
神
事
。
権
別
当
定
尊
〈
定
憲
跡
、定
賀
与
奪
〉
勤
仕
之
。

但
童
形
也
云
々
。　
（
中
略
）　

今
年
入
衆
〈
定
朝
弟
子
〉、
仍
神
事
闕
如
之
間
、

俄
勤
仕
之
、
祝
五
人
、
神
供
三
斗
、
於
定
朝
許
〈
角
房
〉
経
営
之
。
当
月
番
仕

之
外
、
用
途
廿
貫
ニ
テ
勤
仕
了
云
々
。　
（
後
略
）

Ｂ
③　
　

康
永
二
年
九
月
九
日
条

　
　

  

一
、
越
前
保
役
、
今
日
社
頭
御
節
供
、
近
年
無
沙
汰
之
所
、
今
年
沙
汰
之
。〔
保

司
〕
権
長
吏
晴
喜
法
印
沙
汰
之
、神
供
十
三
膳
〈
勢
分
如
日
別
神
供
、赤
飯
也
〉、

内
陣
小
瓶
子
〈
乗
板
納
一
櫃
〉
三
、内
一
者
社
家
へ
送
之
。
残
二
於
後
戸
行
之
。

即
酒
有
名
無
実
云
々
。

Ｂ
④　
　

観
応
元
年
一
二
月
一
○
日
条

　
　

一
、
内
陣
ニ
神
供
十
俵
置
之
。
大
法
師
請
取
之
。

Ｂ
⑤　
　

正
平
七
年
二
月
八
日
条
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一
、
宮
辻
子
路
次
事
。
日
吉
十
禅
師
彼
岸
所
集
会
事
書
〈
二
月
七
日
〉
到
来
。

〔
宮
辻
子
者
祇
園
重
色
社
領
也
而
〕
号
建
仁
寺
塔
頭
料
、
塞
彼
辻
子
条
無
謂
、
以

犬
神
人
可
撤
却
云
々
。
使
ニ
神
供
一
続
給
之
。

Ｂ
⑥　
　

正
平
七
年
二
月
二
五
日
条

　
　

  

一
、
宮
辻
子
路
次
未
直
之
。
無
謂
之
由
山
門
事
書
二
通
〈
今
月
廿
一
日
、
同
廿

三
日
〉
并
法
花
堂
可
破
却
之
由
重
事
書
、
已
上
三
通
、
寺
家
公
人
〈
鎰
取
二
人
、

専
当
二
人
〉〔
専
当
常
徳
云
々
〕
持
来
之
間
、
於
宮
辻
子
事
者
、
先
日
〔
今
月

十
六
日
〕
公
人
出
京
時
直
沙
汰
了
。　
（
中
略
）　

公
人
等
酒
肴
不
可
然
之
由
、雖

問
答
之
不
道
行
。〔
越
中
公
〕
帰
了
。
其
後
猶
公
人
等
責
之
間
、
七
百
文
給
了
。

神
供
三
前
給
了
。
此
外
四
膳
、
今
日
酒
肴
七
百
文
、
内
々
仰
乙
熊
取
当
方
了
。

Ｂ
⑦　
　

正
平
七
年
二
月
二
六
日
条
（
前
掲
史
料
）

　
　

  

廿
六
日
。
宮
辻
子
路
次
、今
日
又
於
犬
神
人
猶
所
相
残
直
之
。
犬
神
人
三
人
ニ
神

供
一
前
給
之
。
又
、
奉
行
宮
仕
ニ
一
前
給
之
。

Ｂ
⑧
（
Ａ
⑥
再
掲
）　　

正
平
七
年
三
月
三
日
条

　
　

  

一
、
山
階
田
御
節
供
備
進
之
如
例
。
故
教
晴
法
印
跡
〈
後
家
歟
〉
沙
汰
之
。
大

炊
犬
法
師
、
社
家
分
〔
直
会
〕
垂
腹
一
、
赤
飯
神
供
一
膳
〈
御
神
供
定
〉
自
後

戸
送
之
。

Ｂ
⑨　
　

正
平
七
年
三
月
一
二
日
条

　
　

  

一
、
社
頭
木
屋
破
損
之
間
、
材
木
榑
等
紛
失
之
間
、
可
運
置
本
御
輿
宿
之
所
、

申
談
太
子
堂
円
観
房
之
所
、
鎰
触
穢
〈
依
長
老
入
滅
事
〉
之
上
者
、
四
壁
板
ヲ

放
テ
可
取
運
之
由
申
間
、
今
日
為
執
行
代
奉
行
、
板
ヲ
放
テ
以
専
当
、
宮
仕
、

宮
籠
等
、
運
渡
本
御
輿
宿
〈
廻
廊
辰
巳
角
〉
畢
。
公
人
等
粉
骨
間
、
神
供
四
膳

給
了
。
材
木
注
文
仙
舜
注
之
。

Ｂ
⑩　
　

正
平
七
年
三
月
一
五
日
条

　
　

  

一
、
洛
中
者
物
騒
之
間
、
中
門
脇
門
等
、
以
古
材
木
構
之
。
宮
仕
ニ
神
供
一
膳
給

了
。

Ｂ
⑪　
　

正
平
七
年
九
月
一
日
条

　
　

  

一
日
。
今
日
念
仏
大
頭
頭
人
無
之
間
、
任
近
例
仰
付
執
行
代
顕
聖
法
眼
、
以
当

月
番
仕
料
足
。
神
供
如
形
備
進
之
、
祝
社
家
一
人
申
之
、
代
官
顕
聖
法
眼
則
申

之
、
布
施
〔
一
連
〕
追
加
沙
汰
云
々
。
社
家
分
神
供
一
膳
取
之
了
。
菓
子
等
入

籠
。

Ｂ
⑫　
　

正
平
七
年
一
○
月
一
日
条

　
　

  

一
日
。
念
仏
頭
為
長
講
三
人
沙
汰
、
以
今
月
番
仕
勤
仕
之
。
祝
社
家
一
人
申
之

〈
代
官
三
川
法
眼
顕
聖
申
之
〉。
祝
布
施
一
連
、
自
長
講
中
送
之
、
神
供
一
膳
、

御
酒
一
瓶
、
菓
子
〔
紙
立
也
〕、
餅
、
伏
兎
〔
各
三
盃
〕
自
後
戸
送
之
。
又
神
供

一
膳
、
菓
子
、
餅
〈
三
盃
〉、
伏
兎
〈
三
盃
〉、
自
後
戸
送
之
。
酒
無
之
、
常
行

堂
念
仏
、
去
年
無
之
間
、
堂
供
一
膳
分
、
去
年
取
社
家
了
〔
初
例
也
〕。
仍
任
後

例
、
今
年
為
社
家
取
之
、
已
上
二
膳
也
。

Ｂ
⑬　
　

正
平
七
年
一
二
月
一
日
条

　
　

  

一
日
。
天
下
静
謐
、
吉
事
重
畳
、
幸
甚
々
々
。

　

  

仏
名
神
事
。
伯
耆
少
別
当
慶
増
〔
静
晴
門
弟
〕
勤
仕
。
神
供
五
斗
、
御
料
伏
兎

餅
三
種
、
後
戸
饗
膳
〈
号
樒
分
〉
沙
汰
之
。

　

  

以
五
人
申
之
〈
権
長
吏
隆
晴
法
印
、
静
晴
法
印
、
執
行
顕
詮
、
晴
春
法
印
、
顕

賀
法
眼
、
皆
大
別
当
也
〉。

　

  

布
施
各
一
連
、
社
家
分
貳
連
也
。〈
加
布
施
定
〉
予
代
官
顕
聖
法
眼
祝
申
之
、
自

余
皆
以
代
官
也
。
社
家
分
神
供
一
膳
、
餅
三
盃
、
伏
兎
三
盃
、
籠
五
種
有
之
。

酒
一
瓶
〈
垂
腹
、
五
升
納
〉
後
戸
饗
〈
号

分
〉
小
漬
等
有
之
。
肴
菓
子
〈
伏

兎
餅
〉
三
種
肴
。

ま
ず
Ｂ
①
の
史
料
か
ら
見
て
み
よ
う
。
こ
の
史
料
は
、
康
永
二
年
に
見
ら
れ
る
綿

座
の
本
座
神
人
と
綿
座
新
座
神
人
並
び
に
祇
園
社
と
の
間
の
訴
訟
に
関
す
る
当
時
の

執
行
職
、
静
晴
の
訴
状
で
あ
る
。
こ
の
時
、
顕
詮
は
年
預
と
し
て
主
に
綿
新
座
に
関
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す
る
諸
事
に
携
わ
っ
て
お
り
、
本
座
神
人
並
び
に
一
部
の
祇
園
社
社
僧
ら
と
激
し
く

対
立
し
て
い
た⑭
。
後
に
執
行
職
を
巡
っ
て
顕
詮
と
激
し
く
争
う
こ
と
に
な
る
静
晴
だ

が
、
Ｂ
①
を
見
る
限
り
こ
の
時
は
顕
詮
と
同
じ
く
新
座
の
権
益
を
守
り
、
本
座
を
追

及
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
Ｂ
①
で
は
新
座
神
人
が
建
仁
年

中
以
来
、「
御
節
供
並
び
に
祭
礼
の
神
供
等
を
備
え
進
め
」
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
座

神
人
も
ま
た
祇
園
社
を
本
所
と
す
る
神
人
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
祭
礼
・
節
供
に
際
し
て
備
え
ら
れ
る
神
供
は
、祇
園
社
を
本
所
と
す
る
神
人
に
よ
っ

て
用
意
さ
れ
て
い
た
。

元
享
三
年
（
一
三
二
三
）、当
時
の
執
行
晴
顕
が
記
し
た
「
社
家
条
々
記
録
」
に
は
、

「
日
別
十
三
前
神
供
」が
祇
園
社
へ
供
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
Ｂ
③
に
見
ら
れ
る
「
神
供
十
三
膳
〈
勢
分
如
日
別
神
供
、赤
飯
也
〉」
と

い
う
表
記
と
合
致
し
て
お
り
、
毎
日
神
饌
と
し
て
カ
ミ
へ
米
が
供
え
ら
れ
て
お
り⑮
、

そ
の
た
め
社
領
な
ど
か
ら
恒
常
的
に
徴
収
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
以
上
を
踏
ま
え
る
と
「
社
家
記
録
」
で
は
、
狭
義
で
は
カ
ミ
へ
と
捧
げ
ら
れ
た

神
饌
そ
の
も
の
を
神
供
と
い
う
が
、
広
義
に
は
神
饌
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
予
定
の
も

の
、
す
な
わ
ち
社
領
な
ど
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
米
な
ど
も
神
供
と
称
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
先
に
見
た
Ｂ
③
で
は
、
本
来
節
供
に
際
し
て
備
え
る
神
供
は
「
越
前
の
保
」

が
担
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
近
年
沙
汰
す
る
所
無
」
い
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、「〔
保
司
〕

権
長
吏
晴
喜
法
印
」
が
沙
汰
し
た
、
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
神
人
だ
け

で
な
く
、
祇
園
社
社
領
か
ら
も
神
供
が
送
ら
れ
て
き
て
い
た

―
あ
る
い
は
、
送
ら

れ
て
く
る
べ
き
は
ず
で
あ
っ
た

―
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
祇
園
社
社
領
に
よ
る
神
供
負
担
に
つ
い
て
は
、
先
に
あ
げ
た
「
社
家

条
々
記
録
」
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、い
わ
ゆ
る
「
四
箇
保
」（
丹
波
国
波
々

伯
部
保
、
近
江
国
坂
田
保
、
近
江
国
守
富
保
、
備
後
国
小
童
保
）
と
呼
ば
れ
る
祇
園
社
の
社

領
が
白
河
院
時
代
の
承
徳
二
年
（
一
○
九
八
）
に
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
記
録
と
共
に⑯
、

そ
れ
ら
四
箇
保
が
「
神
供
日
次
」
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
一
例

と
し
て
以
下
に
あ
げ
る
の
は
坂
田
保
の
記
録
で
あ
る
。

　
　

  

一
、
神
供
日
次
〈
八
月
中
旬
、
九
月
中
旬
、
十
月
中
旬
、
十
一
月
中
旬
、
十
二

月
中
旬
、都
合
五
十
ケ
日
、料
米
四
十
二
石
九
斗
五
寸
、閏
月
中
旬
如
丹
波
保
〉。

　

此
外
御
塔
供
料
以
下
、
恒
例
臨
時
社
役
繁
多
在
之
〈
見
相
折
帳
〉。

「
日
次
」
の
「
神
供
」
以
外
に
も
「
御
塔
供
料
」
以
下
の
「
恒
例
臨
時
社
役
」
が
頻

繁
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
社
家
記
録
」
が
書
か
れ

た
時
代
と
時
間
差
が
あ
り
、
Ｂ
③
か
ら
も
康
永
二
年
当
時
は
「
社
家
条
々
記
録
」
に

見
ら
れ
る
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
集
め
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、本
来
、

神
供
は
毎
日
祇
園
社
へ
と
送
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
。

元
徳
三
年
／
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
に
絵
師
隆
圓
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
「
祇
園
社
絵

図
」
に
は
、
祇
園
社
西
側
に
「
神
供
所
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
先
に
見
た
神
人
や
社

領
か
ら
の
神
供
が
こ
こ
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る⑰
。
ま
た
、
Ｂ
④
に
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
必
要
に
応
じ
て
内
陣
な
ど
に
そ
の
神
供
を
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
例
外
的
な
事
例
と
し
て
米
な
ど
食
物
以
外
の
神
饌
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
表
記
に
Ｂ
⑤
の
「
神
供
一
続
」
が
あ
る
。
前
章
Ａ
⑦
に
も
「
神
供
直
会
一
続
」
と

あ
る
が
、「
一
続
」
と
い
う
単
位
が
何
を
指
し
て
い
る
か
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
、「
膳
（
前
）」
や
「
斗
」
と
い
っ
た
単
位
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
た
め
、
食
物
を

指
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
カ
ミ
へ
と
捧
げ
ら
れ
た
金
を
紐

状
の
も
の
で
通
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
社
家
記
録
」
に

見
ら
れ
る
神
供
と
は
、
神
饌
、
つ
ま
り
カ
ミ
へ
と
備
え
ら
れ
た
米
な
ど
の
食
物
、
あ

る
い
は
金
銭
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
日
々
、
祇
園
社
へ
と
送
ら
れ
、
あ
る
種
の
「
財
」
と
な
っ
た

神
供
だ
が
、
Ｂ
群
の
史
料
か
ら
こ
れ
ら
は
前
章
で
見
た
直
会
と
異
な
り
、
社
家
・
執
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行
だ
け
で
な
く
山
門
公
人
や
犬
神
人
、宮
仕
へ
も
下
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
Ｂ
⑤
以
降
、
つ
ま
り
顕
詮
が
執
行
職
に
あ
っ
た
正
平
七
年
の
記
録
か
ら
は
、
こ

れ
ら
顕
詮
以
外
の
者
へ
の
神
供
に
つ
い
て
「
給
う
」「
沙
汰
す
」
と
い
う
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
神
供
を
下
行
し
て
い
る
の
は
や
は
り
顕
詮
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

次
に
神
供
が
下
行
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、Ｂ
②
や
Ｂ
③
、

Ｂ
⑪
、
Ｂ
⑫
、
Ｂ
⑬
の
よ
う
に
直
会
同
様
、
朔
日
や
節
供
に
お
い
て
神
供
が
与
え
ら

れ
る
場
合
も
あ
る
が
、Ｂ
⑤
、Ｂ
⑥
、Ｂ
⑦
の
よ
う
に
儀
礼
と
は
異
な
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
活
動
に
従
事
し
た
者
に
神
供
は
下
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
前
者

は
社
家
・
執
行
で
あ
る
顕
詮
に
渡
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
山
門
公
人
や
専

当
・
宮
仕
な
ど
の
祇
園
社
公
人
、
あ
る
い
は
宮
籠
、
犬
神
人
な
ど
へ
の
下
行
と
、
そ

の
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、Ｂ
⑥
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

以
前
よ
り
決
め
ら
れ
て
い
た
神
供
下
行
で
は
な
く
、
臨
時
の
下
行
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
、
こ
の
神
供
の
下
行
は
、
下
行
の
対
象
者
が
祇
園
社
に
関
す
る
儀

礼
以
外
の
活
動
を
行
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、前
章
で
見
た
Ａ
⑦
と
は
異
な
り
、

あ
く
ま
で
儀
礼
以
外
の
労
働
へ
の
対
価
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
で
は
前
章
で
確
認
し
た
直
会
と
は
得
分
と
し
て
の
性
質
を
異
に
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
で
、
前
章
で
も
触
れ
た
社
家
・
執
行
職
へ
の
得
分
と
し

て
の
直
会
と
、
同
じ
く
社
家
へ
と
渡
さ
れ
て
い
る
神
供
と
の
差
異
は
ど
う
考
え
る
べ

き
か
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
直
会
も
神
供
も
、
後
戸
か
ら
社
家
・
執
行
に
対
し
得

分
と
し
て
送
ら
れ
て
い
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
章
で
も
触
れ
た
Ｂ
⑧
（
Ａ
⑥
）
を
再
度
見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
大

炊
犬
法
師
」
が
「
社
家
分
〔
直
会
〕
垂
腹
一
」
と
「
赤
飯
神
供
一
膳
〈
御
神
供
定
〉」

を
後
戸
よ
り
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
社
家

記
録
」
に
見
ら
れ
る
神
供
と
は
カ
ミ
へ
備
え
ら
れ
た
食
物
（
特
に
赤
飯
）、
あ
る
い
は

金
銭
な
ど
を
指
す
。
つ
ま
り
こ
の
Ｂ
⑧
や
Ｂ
⑬
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
社
家
へ
と
渡
さ

れ
て
い
る
神
供
と
は
、
カ
ミ
へ
と
備
え
ら
れ
る
神
饌
が
そ
の
ま
ま
徹
下
さ
れ
た
も
の

と
考
え
て
良
い
。

そ
れ
で
は
、
直
会
は
ど
う
か
。
最
も
シ
ン
プ
ル
に
考
え
る
な
ら
ば
、
神
供
と
い
う

表
現
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
社
家
・
執
行
の
得
分
と
し
て
神
饌
と
は
別
に
用

意
さ
れ
て
い
る
も
の
を
直
会
と
称
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

次
章
に
見
る
「
神
供
直
会
」
と
い
う
表
記
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
三
章　
「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
神
供
直
会

既
に
第
一
章
で
示
し
た
史
料
Ａ
②
、
Ａ
⑦
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
社
家
記

録
」
に
は
「
神
供
」
や
「
直
会
」
と
は
別
に
「
神
供
直
会
」
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
神
供
直
会
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。

以
下
、「
社
家
記
録
」
の
神
供
直
会
の
例
を
幾
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。

Ｃ
①
（
Ａ
②
再
掲
）　　

正
平
七
年
正
月
一
日
条

　
　

  

一
、
朝
拝
後
戸
座
事
、
先
々
重
々
有
沙
汰
。
以
住
於
執
行
座
者
、
渡
床
大
文
畳

用
之
、
中
古
静
晴
社
務
時
、
常
住
長
床
也
。
而
先
年
〈
康
永
四
〉
予
社
務
時
有

其
沙
汰
、
執
行
座
者
用
大
文
〈
渡
切
床
畳
〉、
於
権
官
座
者
用
小
文
〈
渡
内
陣

畳
〉
畢
。
而
権
官
等
依
申
子
細
、
其
以
後
静
晴
社
務
之
時
、
又
常
住
長
床
也
。

又
貞
和
三
年
予
社
務
時
用
長
床
了
。
仍
今
夜
不
及
渡
内
陣
畳
。
例
長
床
也
。
為

社
家
役
炭
一
庄
被
出
之
。
白
散
典
薬
寮
今
年
不
参
之
間
、
自
坊
門
借
渡
用
了
。

《
種
肴
二
〈
高
杯
御
直
会
〉、
菓
子
〈
紙
立
一
〉、
右
神
供
直
会
始
之
》

Ｃ
②　
　

正
平
七
年
二
月
一
六
日
条

　
　

  

一
、
山
上
公
人
酒
肴
一
結
所
望
之
間
給
了
。
今
日
下
洛
寺
家
公
人
計
也
。
社
家

宮
仕
令
出
京
者
、
酒
肴
各
別
ニ
可
所
望
歟
之
間
、
雖
令
勘
酌
、
不
見
来
之
間
、
寺

家
方
四
人
ニ
一
結
下
行
了
。
此
外
神
供
直
会
所
望
之
間
、三
膳
給
了
。
当
社
専
当



九
〇

1276

ニ
二
膳
、
宮
仕
ニ
二
膳
給
了

Ｃ
③　
　

正
平
七
年
二
月
一
七
条

　
　

  
一
、
神
供
直
会
五
膳
、
給
犬
神
人
了
。
宮
仕
専
当
ニ
各
一
膳
給
之
。
山
登
二
人

ハ
今
日
不
可
取
之
由
仰
了
。

Ｃ
④　
　

正
平
七
年
二
月
二
九
日
条

　
　

  

廿
九
日
。
法
花
宗
住
所
可
破
却
由
事
書
、
又
到
来
。
第
三
度
也
。
山
門
公
人
不

相
副
罷
向
事
無
先
規
之
由
、
犬
神
人
等
申
之
旨
返
答
了
。
使
者
尺
迦
堂
御
聖
供

備
進
公
人
云
々
。
神
供
直
会
不
及
所
望
間
、
不
及
給
之
。
此
事
今
日
則
事
書
案

文
副
状
、
遣
目
代
許
之
所
、
申
入
竹
中
殿
、
可
申
左
右
之
由
、
以
詞
返
答
之
。

Ｃ
⑤　
　
（
Ｃ
③
同
日
条
）

　
　

  

一
、
賀
茂
法
印
被
申
樋
口
町
〈
源
氏
町
〉
地
子
事
、
今
日
宮
仕
四
人
遣
之
、〔
被

寄
進
祇
園
社
之
由
〕
問
答
之
所
、
他
行
之
由
返
答
云
々
。
神
供
直
会
一
前
宮
仕
ニ

給
之
。

Ｃ
⑥
（
Ａ
⑦
再
掲
）　　

正
平
七
年
三
月
三
日
条

　
　

  

一
、
小
坂
神
子
〈
住
塔
本
庵
室
。
前
左
大
座
〉
疲
労
欲
餓
死
之
由
歎
申
間
、
自

去
廿
八
日
日
神
供
直
会
一
続
、
毎
日
為
社
家
計
遣
之
。
自
明
後
日
僧
一
口
分
直

会
暫
可
給
之
由
、
仰
付
執
行
代
了
。

Ｃ
⑦　
　

正
平
七
年
四
月
四
日
条

　
　

  

一
、
社
頭
安
居
夏
堂
樋
□
料
足
、
夏
供
新
□
無
之
間
、
以
神
供
直
会
、
為
執
行

沙
汰
、
今
日
買
之
。

Ｃ
⑧　
　

正
平
七
年
四
月
一
七
日
条

　
　

  

一
、
賢
聖
房
承
能
法
印
父
子
、
児
童
殺
害
事
、
昨
日
〈
十
六
日
〉
日
吉
社
頭
集

会
事
書
到
来
。
明
日
公
人
可
下
洛
。
犬
神
人
可
催
儲
之
由
、
使
者
申
之
。
神
供

直
会
一
続
所
望
之
間
給
之
。（
後
略
）　

Ｃ
⑨　
　

正
平
七
年
四
月
一
九
日
条

　
　

  

一
、
山
上
公
人
〔
十
六
七
人
有
之
〕
未
罷
向
以
前
、
社
家
例
酒
肴
事
申
之
間
、

返
答
云
、
当
時
座
主
別
当
御
辞
退
之
間
、
執
行
又
所
閣
奉
行
事
也
。
此
上
酒
肴

難
致
沙
汰
由
申
之
所
、
於
坂
本
〔
寺
家
〕、
今
朝
粗
雖
有
其
沙
汰
。
一
昨
日
事
書

不
被
返
之
、
被
請
取
上
者
、
遂
行
不
可
有
子
細
歟
之
由
、
寺
家
被
仰
之
間
、
先

暫
者
難
被
申
子
細
之
由
申
之
間
、
五
連
給
之
所
、
任
本
式
一
結
可
取
之
由
申
間
、

無
力
一
結
給
了
。
此
外
神
供
直
会
一
膳
給
了
。

Ｃ
⑩　
　

応
安
五
年
一
一
月
一
五
日
条

　
　

  

一
、
今
日
広
峯
□
□
神
事
之
間
〔
又
当
社
大
焼
神
事
之
間
〕
上
□
了
。
持
仏
堂

へ
神
供
備
進
之
。
召
宮
籠
等
神
楽
沙
汰
之
。
用
途
一
連
給
之
。
又
神
供
直
会
酒

等
給
之
。

ま
ず
第
一
章
で
も
見
た
Ｃ
①
は
、
は
頭
書
に
「
神
供
直
会
始
之
」
と
あ
り
、
恐
ら

く
は
元
旦
の
朝
拝
の
儀
礼
後
に
後
戸
で
行
わ
れ
た
饗
宴
、
す
な
わ
ち
本
稿
冒
頭
で
述

べ
た
よ
う
な
斎
食
儀
礼
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る⑱
。
ま
た
、Ｃ
⑦
で
は
、夏
堂
（
後

戸
）
の
安
居
に
お
け
る
「
樋
竹
の
料
足
」
に
つ
い
て
、「
神
供
直
会
」
を
も
っ
て
「
之

を
買
う
」、す
な
わ
ち
神
供
直
会
が
「
樋
竹
の
料
足
」
の
代
替
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
神
供
直
会
」
と
い
う
一
語
は
、
多
岐
に
わ
た
る
意
味
を
持
っ
て
い

た
よ
う
だ
が
、
圧
倒
的
に
多
い
事
例
は
、
神
供
同
様
に
犬
神
人
や
宮
仕
、
山
門
公
人

ら
に
下
行
さ
れ
る
神
供
直
会
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
。

ま
ず
犬
神
人
や
宮
仕
、
山
門
公
人
ら
に
は
、
神
供
同
様
に
社
家
・
執
行
か
ら
臨
時

支
出
と
い
う
形
で
下
行
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
例
外
と
し
て
は
、

顕
詮
が
執
行
職
を
退
い
た
後
の
Ｃ
⑩
で
、
宮
籠
な
ど
に
神
楽
を
舞
わ
せ
た
上
で
神
供

直
会
を
下
行
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
神
楽
は
祇
園
社
と
し
て
の
公
的
な
催
し
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
顕
詮
個
人
が
求
め
た
私
的
催
し
と
考
え
ら
れ
、
神
供
直
会
も
祇
園

社
内
の
「
財
」
で
は
な
く
、
顕
詮
個
人
の
「
財
」
で
は
な
い
か
と
推
察
で
き
る
。

ま
た
Ｃ
⑨
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
山
門
公
人
な
ど
に
神
供
直
会
が
下
行
さ
れ
る
の
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は
、
や
は
り
神
供
同
様
に
儀
礼
以
外
の
活
動
、
労
働
が
見
ら
れ
た
場
合
の
み
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
神
供
直
会
は
や
は
り
神
供
同
様
に
恒
常
的
な
利
益
で
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
神
供
と
神
供
直
会
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
上
で
、
重
要
な
点
は
神
供
「
直
会
」
と
い
う
表
記
で
あ
ろ

う
。前

章
で
も
示
し
た
通
り
、
神
供
が
神
饌
、
主
に
赤
飯
な
ど
を
指
す
の
に
対
し
、
直

会
は
社
家
・
執
行
に
対
し
、
神
饌
と
は
別
に
用
意
さ
れ
た
得
分
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
酒
や
菓
子
な
ど
も
神
供
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え

ら
れ
る
た
め
、米
と
同
様
に
祇
園
社
内
に
恒
常
的
に
備
蓄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

神
供
「
直
会
」
と
は
、
日
々
、
神
饌
と
し
て
カ
ミ
へ
備
え
ら
れ
る
赤
飯
だ
け
で
な

く
、
社
家
・
執
行
の
得
分
で
あ
る
直
会
、
つ
ま
り
酒
や
菓
子
を
臨
時
で
山
門
公
人
、

犬
神
人
ら
に
下
行
し
た
も
の
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｃ
群
で
は
「
神
供
直

会
一
膳
」
と
い
う
表
記
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
か
分
か
ら

な
い
。
た
だ
、
神
供
で
あ
る
赤
飯
と
、
直
会
で
あ
る
酒
や
菓
子
な
ど
を
ま
と
め
て
一

つ
の
膳
と
し
て
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
直
会
が
社
家
・
執
行
に
与
え
ら
れ
る
場
面
は
、
第
一
章
で
も
見
た
通

り
節
供
、
朔
日
と
い
っ
た
儀
礼
が
行
わ
れ
る
時
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
先
例
に
よ

り
決
め
ら
れ
た
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
得
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
社
家
・
執
行

に
の
み
認
め
ら
れ
た
得
分
を
、
儀
礼
以
外
の
場
で
神
供
を
伴
っ
て
下
行
す
る
、
と
い

う
意
味
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
供
直
会
が
下
行
さ
れ
る
と
い
う

記
述
は
、
そ
れ
だ
け
祇
園
社
に
お
い
て
も
重
大
な
事
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、「
社
家
記
録
」
内
に
見
ら
れ
る
得
分
と
し
て
の
「
直
会
」、「
神
供
」、「
神
供

直
会
」
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。「
社
家
記
録
」
以
外
の
祇
園
社
に
関
連
す
る
諸
史
料

で
は
、「
直
会
」
や
「
神
供
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
史
料
的
な

制
限
が
あ
る
た
め
、本
稿
で
も
い
さ
さ
か
牽
強
付
会
な
部
分
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
が

―
労
働
の
対
価
と
し
て
の
利
益
で
あ
っ
た
と
し
て
も

―
役

あ
る
い
は
職
に
対
す
る
あ
る
種
の
「
得
分
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
中
世

祇
園
社
の
財
政
基
盤
が
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な

事
例
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
で
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
社
家
・
執
行
で
あ

る
顕
詮
以
外
の
社
僧
へ
の
得
分
で
あ
る
。
本
稿
で
は
直
会
は
社
家
・
執
行
に
の
み
見

ら
れ
る
得
分
と
示
し
た
が
、
執
行
代
や
権
別
当
な
ど
に
は
果
た
し
て
直
会
、
神
供
、

あ
る
い
は
神
供
直
会
が
下
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、「
社
家
記
録
」
に
は
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
直
会
や
神
供
と

各
儀
礼
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
現
在
の

私
た
ち
の
眼
か
ら
は
、「
社
家
記
録
」
は
祇
園
社
の
経
済
活
動
が
記
録
の
中
心
で
あ

り
、
儀
礼
や
祭
祀
に
関
す
る
記
述
は
限
ら
れ
て
い
る
と
見
て
し
ま
う
向
き
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
顕
詮
の
経
済
活
動
そ
の
も
の
が
、
当
時
の
宗
教
者
の
実
態
で
あ
り
、

宗
教
的
活
動
、
儀
礼
や
祭
祀
に
連
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
視
点
も
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

「
社
家
記
録
」
を
あ
え
て
儀
礼
の
書
と
し
て
読
む
と
い
う
試
み
は
、祇
園
社
と
い
う
場

そ
の
も
の
の
性
質
を
も
問
う
重
大
な
問
題
に
挑
む
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
祇
園
社
祭
神
と
も
結
び
つ
け
つ
つ
、
別
途
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

註①　
小
杉
達
「
祇
園
社
領
「
四
ヶ
保
」
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
神
道
史
研
究
』
一
六
‐

五
、一
九
六
八
年
）、西
山
克
「
院
政
期
に
お
け
る
便
補
保
の
形
成

―
祇
園
社
領
四
ヶ

保
の
成
立
に
つ
い
て
（
上
）」（『
神
道
史
研
究
』
二
二
‐
二
、一
九
七
四
年
）、西
山
「
院

政
期
に
お
け
る
便
補
保
の
形
成

―
祇
園
社
領
四
ヶ
保
の
成
立
に
つ
い
て（
下
）」（『
神

道
史
研
究
』
二
二
‐
三
、一
九
七
四
年
）、 

久
保
田
収
『
八
坂
神
社
の
研
究
』（
神
道
史
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学
会
、
一
九
七
四
）、
川
島
敏
郎
「
祇
園
社
領
「
四
カ
保
」
の
形
成
と
相
伝
に
つ
い
て
」

（『
古
文
書
研
究
』
一
四
、一
九
七
九
年
）
な
ど
。

②　

座
に
関
す
る
論
考
は
、主
に
康
永
二
年
の
綿
座
の
本
座
神
人
と
新
座
神
人
と
の
訴
訟

を
巡
る
も
の
が
多
い
。
濱
中
寛
淳
「
祇
園
社
と
綿
座
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
史
檀
』
三
‐

二
、一
九
三
○
年
）、豊
田
武
「
祇
園
社
を
め
ぐ
る
諸
座
の
神
人
」（『
座
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
二
年
。
初
出
は
『
経
済
史
研
究
』
一
八
‐
六
、一
九
三
七
年
）
や
赤

松
俊
秀
「
町
座
の
成
立
に
就
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
二
一
、一
九
四
九
年
）、中
村
直
勝

「
祇
園
社
の
〝
座
〞
に
つ
い
て
」（『
神
道
史
研
究
』
一
○
‐
六
、一
九
六
二
年
）、
脇
田

晴
子
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
利
光
三

津
夫
・
吉
田
通
子「
康
永
二
年
祇
園
社
綿
座
論
考
」（『
法
学
研
究
』六
○
‐
八
、一
九
八
七

年
）
な
ど
。

③　

三
枝
暁
子
『
比
叡
山
と
室
町
幕
府
』（
東
京
大
学
出
版
、
二
○
一
一
年
）
な
ど
。

④　

小
野
祖
教
『
神
道
の
基
礎
知
識
と
基
礎
問
題
』（
神
道
新
報
社
、
一
九
六
三
年
）。

⑤　

直
会
に
つ
い
て
は
他
に
、倉
林
正
次『
饗
宴
の
研
究　

儀
礼
編
』（
桜
楓
社
、一
九
六
五

年
）
や
倉
林
「
直
会
文
化
論
」（『
國
學
院
雑
誌
』
九
一
‐
七
、一
九
九
○
年
）、西
角
井

正
慶
・
倉
林
正
次
・
二
木
謙
一
・
坪
井
洋
文
「
神
道
要
語
集　

一
七　

な
ほ
ら
ひ
（
直

会
）」（『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
二
、一
九
六
八
年
）、真
弓
常
忠
『
神

道
祭
祀
』（
朱
鷺
書
房
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

⑥　

祇
園
社
の
祭
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
は
、
神
と
も
仏
と
も
つ
か
ぬ
存
在
で
あ
り
、
神
仏

と
い
う
区
分
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
カ
ミ
」
と
記
す
（
拙
稿
「「
牛
頭

天
王
縁
起
」
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（『
立
命
館
文
学
』
六
三
〇
、二
〇
一
三
年
）。
さ

ら
に
斎
藤
英
喜
は
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
祇
園
社
の
祭
神
名
そ
の
も
の
が
そ

も
そ
も
流
動
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
（
斎
藤
『
荒
ぶ
る
ス
サ
ノ
ヲ
、七
変
化
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
））、
室
町
期
作
成
と
思
わ
れ
る
「
祇
園
社
略
記
」
か
ら
、
祇

園
社
祭
神
が
「
神
家
」
に
は
「
素
盞
烏
鳴
」
と
、「
仏
家
」
に
は
「
牛
頭
天
王
」
と
、

「
暦
家
」
に
は
「
天
道
神
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
斎
藤
前

掲
書
。
な
お
「
祇
園
社
略
記
」
は
、官
幣
大
社
八
坂
神
社
社
務
所
編
『
増
補　

八
坂
神

社
文
書　

上
巻
』（
臨
川
書
店
、
一
九
三
九
年
）
に
所
収
）。

⑦　

実
際
に
、
米
や
菓
子
、
酒
（
垂
腹
瓶
子
）
を
誰
か
に
与
え
る
と
い
っ
た
記
述
は
数
多

く
あ
る
が
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い

場
面
は
数
多
く
見
ら
れ
る
。直
会
で
あ
る
こ
と
を
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、本
稿
で
扱
う
「
社
家
記
録
」
記
載
の
諸
例
以
外
に
も
直
会

を
示
し
た
箇
所
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
を
事
前
に
お
断
り
し
た
い
。

⑧　

八
坂
神
社
文
書
編
纂
委
員
会
『
新
修　

八
坂
神
社
文
書　

中
世
篇
』（
臨
川
書
店
、

二
○
○
二
年
）
よ
り
。

⑨　
「
社
家
記
録
」
で
は
同
年
二
月
二
八
日
条
か
ら
観
応
元
年
へ
と
改
元
し
て
い
る
。

⑩　

康
永
二
年
に
つ
い
て
は
例
え
ば
七
月
二
二
日
条
に
「
社
解
並
執
静
晴
」
と
あ
り
、執

行
職
が
静
晴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
貞
和
六
年
で
は
、
正
月
一
日
条
に
「
修

正
。
執
行
静
晴
法
印
」
と
あ
り
、
や
は
り
静
晴
が
執
行
で
あ
っ
た
。
な
お
、
顕
詮
は
正

平
一
六
年
・
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
執
行
職
を
退
い
て
お
り
、
応
安
年
間
の
記
録

は
一
線
を
退
い
た
後
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

⑪　

黒
田
龍
二
「
八
坂
神
社
の
夏
堂
お
よ
び
神
子
通
夜
所
」（『
中
世
寺
社
信
仰
の
場
』、

思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
。
初
出
は
『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』

三
五
三
、一
九
八
五
年
）。

⑫　

山
岸
常
人
「『
中
世
仏
堂
』
に
お
け
る
後
戸
」（『
中
世
寺
院
社
会
と
仏
堂
』、
塙
書

房
、
一
九
九
〇
年
。
初
出
は
『
佛
教
藝
術
』
一
六
七
、一
九
八
六
年
）。）
山
岸
も
食
事

や
布
施
と
い
っ
た
も
の
を
出
仕
者
へ
と
渡
す
場
と
し
て
後
戸
が
機
能
し
て
い
た
こ
と

は
指
摘
し
て
お
り
、【
一
】、【
二
】
の
役
割
は
中
世
寺
院
の
後
戸
に
共
通
し
て
見
ら
れ

た
機
能
の
よ
う
で
あ
る
。

⑬　

服
部
幸
雄
「
後
戸
の
神

―
芸
能
神
信
仰
に
関
す
る
一
考
察

―
」（『
文
学
』
四
一

‐
七
、一
九
七
三
）、同
「
宿
神
論

―
芸
能
神
信
仰
の
根
源
に
在
る
も
の

―
（
上
）」

（『
文
学
』
四
二
‐
一
〇
、一
九
七
四
年
）、同
「
宿
神
論

―
芸
能
神
信
仰
の
根
源
に
在

る
も
の

―
（
中
）」（『
文
学
』
四
三
‐
一
、一
九
七
五
年
）、
同
「
宿
神
論

―
芸
能

神
信
仰
の
根
源
に
在
る
も
の

―
（
下
）」（『
文
学
』
四
三
‐
二
、一
九
七
五
年
）。
ま

た
服
部
論
に
批
判
的
展
開
を
加
え
た
も
の
と
し
て
高
取
正
男「
民
俗
と
芸
能

―
芸
能

未
発
の
部
分

―
」（
芸
能
史
研
究
会
編
『
日
本
芸
能
史　

第
一
巻　

原
始
・
古
代
』、

法
政
大
学
出
版
局
、一
九
八
一
年
）、同
『
民
間
信
仰
史
の
研
究
』（
法
蔵
館
、一
九
八
二

年
）
や
小
田
雄
三
「
中
世
の
猿
楽
に
つ
い
て

―
国
家
と
芸
能
の
一
考
察

―
」（『
年

報
中
世
史
研
究
』
一
〇
、一
九
八
五
年
）、同
「
後
戸
考

―
中
世
寺
院
に
お
け
る
空
間

と
人
間

―
（
上
）」（
名
古
屋
大
学
教
養
部
『
紀
要
Ａ
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
）』

二
九
、一
九
八
五
年
）、同「
後
戸
考

―
中
世
寺
院
に
お
け
る
空
間
と
人
間

―（
下
）」

（
名
古
屋
大
学
教
養
部
『
紀
要
Ａ
（
人
文
科
学
・
社
会
科
学
）』
三
〇
、一
九
八
五
六
年
）



九
三

祇
園
社
「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
直
会
・
神
供

1279

な
ど
が
あ
る
。

⑭　

前
掲
註
②
利
光
・
吉
田
論
文
。

⑮　

な
お
、
明
治
八
年
（
一
九
七
五
）
年
の
式
部
寮
制
定
神
社
祭
式
達
が
出
る
ま
で
、
神

供
は
調
理
さ
れ
た
上
で
供
え
ら
れ
る
「
熟
撰
」
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
注

⑤
真
弓
書
）。「
社
家
記
録
」
上
で
は
そ
こ
ま
で
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
い
が
、恐
ら
く

は
米
な
ど
は
生
米
で
は
な
く
、
炊
飯
さ
れ
た
も
の
が
供
え
ら
れ
、
直
会
と
し
て
下
行
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯　

竹
内
理
三
編
『
増
補　

続
史
料
大
成
第
四
四
巻　

八
坂
神
社
記
録
二
』（
臨
川
書
店
、

一
九
七
七
年
）
よ
り
。
な
お
、
小
杉
や
久
保
田
は
、
白
河
院
に
よ
る
寄
進
で
は
な
く
、

堀
河
天
皇
に
よ
る
寄
進
と
説
い
て
い
る
（
前
掲
註
①
小
杉
論
文
、
前
掲
註
①
久
保
田

書
）。

⑰　

竹
内
理
三
編
『
増
補　

続
史
料
大
成
第
四
三
巻　

八
坂
神
社
記
録
一
』（
臨
川
書
店
、

一
九
七
七
年
）
よ
り
。「
祇
園
社
絵
図
」
は
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑱　

前
掲
註
⑬
黒
田
論
文
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


